
2）訪問看護開始前後2年間に要した医療費の内訳  

開始前  

開始後  

0  1・000，000   2－000】000   3，∝吼000  千・？0憫）  

匪入院費 D通院費 ロディナイトケア受 口訪問看護費  

●訪問看護開始後では、開始前に比べて医療費平均が減少  
（厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業 精神科看護における介入技術の明確化および評価に関する研究  

主任研究者 萱間真美 平成17年3月）  

訪問看護開始前後の社会資源の利用状況の変化  

訪問看護開始後  訪問看護開始前  

デイケア  

グループホーム   

地域生活支援センター  

小規模作業所  

ホームヘルプ  

ディナイトケア  

ナイトケア  

生活訓練施設  

0丁  

福祉ホーム  

通院リハビリ事業  

保健師の訪問  

0  10  20  30  40  50  60  

（厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業 精神科看護における介入技術の明確化および評価に関する研究  
主任研究者 萱間真美 平成17年3月）  54   



精神科デイ・ケア等の概要  

精神科デイ・ケア  

精神障害者の社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応じたプログラムに従っ  

てグループごとに治療するものであり、実施される内容の種類にかかわらず、その実施  
時間は患者一人当たり一日につき重畳鼠を標準とする。  

精神科ナイト・ケア  

精神障害者の社会機能の回復を目的として行うものであり、その開始時間は生後4時  

以隆とし、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たリー日に  

つき塊阻を標準とする。  

好平成7β卒棚敦  精神科ショートケア   

精神障害者の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の回復を目的として個々  

の患者応じたプログラムに従ってグループごとに治療するものであり、実施される内容の  

種類にかかわらず、その実施時間は患者一人当たり一日につき塾星阻を標準とする。  

自立支援医療（精神通院医療）について  

【対象者】  

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用  

物質による急性中毒その他の精神疾患を有する看で、通院による精神医療を継続的に  
要する病状にある者（平成18年度支給認定患者数：約117万人）  

【給付内容】  

○精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して行われる通院医療とする。   

症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するため  
になお通院治療を続ける必要がある場合も対象とする。  

【対象となる主な障害と治療例】  

○統合失調症、操うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存  

症等）などに対する通院精神療法、精神科デイ・ケア及び薬物療法等  

【障害者自立支援法による制度体系の変更】   

＜旧制度＞  

精神通院医療  

（精神保健福祉法32条）   

一律5％の定率負担   

対象疾患：精神疾患  

＜新制度＞  

利用者負担の仕組みを共通化  
（原則1割の負担としつつ低所得者や「重度かつ継続」  

の対象者へは世帯の所得に応じ負担上限月額を設定）  

指定自立支援医療機関の導入  
医療の内容や、支給認定の実施主体に  
ついては、現行どおり  

平成18年4月  

新体系へ移行  
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精神科救急医療体制整備事業  
平成19年度  平成20年度（案）  

情報センタニ  

・医師1人  

・PSWl人  

鱒鱒センタ←  

・医師1人  

・PSWl人  

精
神
科
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
 
 

一輪番制病院群も含めて全ての精神科  

救急医療圏域に空床確保を行う精神  

科救急医療施設の整備  

・24時間対応の精神科救急情報セン  

ターの身体合併症対応を含めた機能  

強化及び身体合併症対応施設の創設  

・診療所に効率する精神俸健指定医の  

救急医療機関での診療協力体制の  
構築、等  

体制のイメージ  
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次の精神障害の状態にあると認められた者に交付する。  
精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3等級とする。  

1級：精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの   
2級：精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの   

3級：精神障害であって、日常生活苦しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活苦しくは社会生活に制限を加えることを必  
要とする程度のもの  

手帳に基づく主な支援策  

（む税制の優遇措置  

② 生活保護の障害者加算  
③生活福祉資金の貸付  
④ NTTの電話番号無料案内  

⑤携帯電話の使用料割引  
⑥ 公共交通機関の運賃割引や公共施設の利用料割引等  

「活動」について   
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地域生活支援事業  

地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、  

地域生活支援事業として法定化  

（市町村の地域生活支援事筆）  

・市町頓嘩 

・稲武素象ニ緩土，ニケ「わシ喜好闇専ノ．β蜘の厨〝筈」   
卿′夢枕宗教斉鰐 

・都道府県は、地域め裏悟を勘案して、市町村に代わって上記の地域生活支   
援事業を行うことができる。  

（都道府県め地域生活支援事業）  

・都道帝県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域鱒な事業を行うほか、   
サ1ビスの質の向上のための養成研修等を行うことができる。  

市町村及び都道府県は、障害福祉計画において、地域生活支援事業 の提  

供体制の確保に関し必要な事項を定める。  

9 国は、予算の範囲内において、市町村及び都道府県の実施する地域生活   
支援事業の実施に要する必要の2分の1以内を補助する。（都道府県は市町   
村に4分の1以内を補助する。）  

小規模作業所の移行イメージ ～多様な選択～  

介護給付・訓練等給付事業  

生活介護事業・自立訓練事業・  

就労移行支援事業・就労継続支援事業等   
章害福祉計画に基づ   

計画的に移行  

桓車重画  新事業体系の   

ポイント  

☆ 三障害共通の事業   

も可能  

☆ 社会福祉法人でな   

くNPO法人等でも   
可能  

☆ 一定の設備■人員   

の基準を満たすこと   

が必要  

☆ 空き教室・空き店   

舗の利用も可能なよ   

うに規制緩和  

利用定員20人以上※  
※ 平成20年度までに最低定員を満たすことが  

可能な場合は、利用予定者数が16人以上で可。  

地域活動支援センター  （地域生活支援事業）  

・複数の障害種別を受け止めてい畠ケー  
ス  

・重度障害者の地域生活を支えている  
ケース  

・就労支援を本格的にしノているケTス  

・利用者数・設備・法人格の有無†加美々  

実利用人員おおむね10人以上  
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地域活動支援センターの位置づけと財源  

一二二、、、㌧ニ  
国庫補助（団体を通じて配分）  

110万円／か所  
2，255か所  

（総板約25億円）   

地方交付税（都道府県、市町村）  
平成17年度1か所あたり  

国庫補助（市町村を通じて配分）  

600万円～150万円／か所  
（事業費ベース）  

4，200か所  

（地域生活支援事業で対応）   

地方交付税（市町村）   

（前年同額を確保）  平均600万円  

地域活動支援センターの要件について（例）  

地域活動支援センターは、地域生活支援事業として位置づけられたものであり、実際の委  
託や助成の内容については、市町村が地域の実情に応じて設定。  

l型（国庫補助加算額準額600万円  

○実利用人員概ね20人以上  

○職員3名（うち1名非常勤可）   
※ 交付税による自治体補助事  

業と一体的に運営  

ll型（国庫補助加算標準籠300万円  

○実利用人員概ね15人以上  lll型（国庫補助加算標準額150万円）  

○実利用人員概ね10人以上（※）  

○小規模作業所としての運営実績   
概ね5年以上  

○職員2名（うち1名非常勤可）   
※ 交付税による自治体補助事  

業と一体的に運営  

○職員3名（うち2名非常勤可）  ※ 交付税による自治体補助事    業と一体的に運営  

※18年度に限り、経過措置として   
5人以上も可  

地方交付税による自治体補助事業（基礎的事業分）  

○ 補助額 600万円  
（平成17年4月障害福祉課調査による自治体補助の実績平均額）  

○ 利用定員等の規定無し  
○ 職員2人以上（非常勤可）  

国庫補助のない  

小規模作業所に  

対する自治体  

補助事業  
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精神障害者社会適応訓練事業  

概 要   

精神障害者を一定期間事業所に通わせ、集中力、対人能力、仕事に対する持久力、王買境適応能力等の滴  
責を図るための社会適応訓練を行い再発防止と社会的自立を促進し、もって精神障害者の社会復帰を図る  
ことを目的として、受託した事業者に対し、協力奨励金を支給するものである。  

1■ 通知  

）   

申請  

業と労働施策の連携  

再チャレンジ  ＝＝＝＝■■■暮■■■■■■■■■■  
t  

l■  

■  
就労移行支援事業  

【障害者就業・生活支援センター等】  

○基礎体力向上  

○集中力、持続   
力等の習得  

○適性や課題の   
把握  

等  

○職業習慣の確立  

○マナー、挨拶、身なり等の習得  

‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾‾‾，‾●‾■■■，  

○施設外授産：○求職活動  

O職場見学・：○職場開拓  

就職後の  
継続支援  ○就労移行支援体制加算   

（就労移行支援事業所）   

○トライアル雇用  

通所前期  
（基礎訓練期）  

通所中期  通所後期  
（マッチング期  

職場定着期 肇準  
（実践的訓練期）  

【不適応時】  
○専門的支援  

（職業評価）  

○職業紹介  
○求職活動支援  
○求人開拓  

○専門的支援  
（ジョブコーチ支援等）  

【地域障害者職業センター】  
【地域障害者職業センター】  【ハローワーク】  

○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金  
○特定求職者雇用開発助成金  ○試行雇用（トライアル雇用）事業  

○障害者委託訓練  
○職場適応訓練（短期）  等  

【企 業】  66   



「精神障害者ステップアップ雇用」による常用雇用への移行の促進  

精神障害者  ◆ 精神障害者ステップアップ雇用   

奨励金   

○ 期【同 等  
・6ケ月－12ケ月  

・1遺間の労働時間は遇10時間～20時間未満   

りヽローワークの職業紹介により雇入れ  
・事業主と対象精神障害者との間で有期雇用   
契約を締結   

0 奨励金の額   
事業主に対し、ステップアップ雇用者1人に   

つき、月2万5干円を支給（最長12ケ月）   

0 対象者 560人（平成20年度）  

●心身が疲れやすい。   

●緊張しやすい。   

●判断・責任等のプ  
レッシャーに弱いことが  

ある。   

●直ちに雇用率適用と  
なる遇20時間以上働く  
ことが困難。  

精神障害者ステップアップ雇用   

精神障害者の障害特性に鑑み、短時間の就  

業から始め、一定の期間をかけて、仕事や戦場  
への適応状況等をみながら、徐々に就業時間を  
伸ばしていくことで常用雇用への移行を目指しま  
す。  

◆ グループ雇用奨励加算金  

〔 

●精神障害についての  
知識がない。   

●精神障害者の受入  
れに不安がある。   

●精神障害者の常用  
雇用に踏み切れない。  

精神陣書看がお互いに支え合いながら働けるグループ  
雇用は職場適応に効果的であることから、グループでス  
テップアップ雇用を実施する場合は、グループ雇用奨励  
金が加屑されます。  

0 グループ人数 2人～5人以下   

○ グノレープt用奨励加算金の額   
1グノレープあたり月2万5千円を支給   

It長12ケ月）   

0 対象事業所数 70事業所（平成20年度）  

精神障害者総合雇用支援の実施   
精神障害者については、伶症状が不安定で亮発しやすい、（卦医療面・生活面のケアが不可欠である等の  

障害特性があることから、事業主、医療機関、家族等と連携し、専門的かつ継続的な支援を行っていく必要が  
ある。そこで、全国の地域障害者職業センターに、専任の精神障害者担当カウンセラーを配置することにより  

支援体制を強化し、主治医等医療関係者との連携の下、新規雇入れ、職場復帰、雇用継続に係る様々な支援  
ニーズに対して総合的な支援を実施する。  

（1）雇用促進支援  

・採用計画（職務内容、配置等）の立案等の支援  
・基本的労働習慣の体得、不安の軽減一集団適応、コミュニケーション能力・対人対応力の向上支援  

・ジョブコーチの派遣による雇入れのための支援   

（2）職場復痘支援（リワーク支援）  

・職場復帰に向けたコーディネート（活動の進め方等の調整）  

・生活リズムの立直し、集中力・持続力の向上、体調の自己管理、ストレス対処等の適応力向上の支援  
・リハビリ出勤（試し出社）による復職前のウォーミングアップ  

・職場の受入体制の整備（復職計画の策定、上司・同僚等の啓発等）   

（3）雇用継続支援  

・作業能率、対人関係等、問題解決に向けた助言・援助  
職場の支援体制の立直し、障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言  

・ジョブコーチの派遣による職場適応のための支援  

・定期的なフォローアップによる問題の早期把握と長期的な定着支援   

（4）精初 陣害者支援ネットワークの形成  

地域の精神科医療、産業保健、福祉、雇用の関係者からなる精神障害者雇用支援連絡協議会を設置し、  

精神障害者の職業リハビリテーションに関する関係機関等との共通認識の形成等を図り、地域における  

精神障害者の雇用支援ネットワークを構築する  
68  
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医療機関等との連携による精神障害者の   

ジョブガイダンス事業（H19年度～）  

○雇用支援施策による支援  
・トライアル雇用  
・ジョブコーチ支援  
・障害者の態様に応じた多様な委託訓練  
・グループ就労訓練  
・職場適応訓練  
・職業準備訓練  

C福祉施策による支援  
・社会適応訓練  
・就労移行支援事業  
・就労継続支援事業A聖  
・就労継続支援事業B型  

旧来のジョブガイダンス事業  

・ 
こ  

£）  
求職登録、職リハヘ等へ移行  

碍（見直し）  
‘■  

．  

医療機関等との連携による精神障害  
者のジョブガイダンスの機動的実施   

地域のニーズに応じた機動的な実施が・・J  

能となるよう、実施方法を見直す。   

▲デイケアを実施している精神科病院、診療  
所、保健所等と柔軟に連携  
・1回当たり31】程度を標準とし、5～】0人で実  
施  

医療機関等との連携による精神障害者の雇用への移行促進モデルプログラム   

ジョブガイダンス受講後、一定期間経過後も次の段階へ移行していない者を対象に、関係  
機関が連携して移行への働きかけを継続して実施することにより、雇用への移行を促す。   

・医療機関が集積している地域で実施（全国9箇所）  
・ハローワーークが中心となって、医療機関等、保健所、地域障害者職業センター、福祉事務所  
等と連携  

（新たに実施）・支援内容  
定期面談（信頼関係の醸成）  

ケーース会議（障害特性を締まえた支援の方向を、関係機関で共有）  
事業所、訓練機関の見学（就労経験の無し、（少ない）障害者に具体的なイメージを提供）  

当事者、経験者の交流会の開催（就職に対する不安感の払拭）  

・ガイダンス受講者の約4割は求職登録等の  
次の段階への移行が出来ず、より子厚い支  
援が必要な者であるにもかかわらず、継続し  
た支援（フォロー）が実施されていない  4割  

次の段階へ・モデルの検証、地域への普及のための事例研究会  
移行できず  

二＿   

ハローワークを中心とした「チーム支援」  

～／二悲劇厚害者就労支襟章乳のス手－ムの全劇訊労～  

福祉施設等  
○Ⅰ受産・更正施設、小規模作業所  

C）医療保健福祉機関  

○ 特別支援学校  

○ 精神障害者社会適応滝川緬  

職場定着  

職業生活の  

安定  戯備に周／九た殿り潜み  
戯膠   事業の協力事業所   

甜を希望LTい  
名題憩彪▲訝御者  

でし  
し親好・皇居足腰   し」  腰湯．定着支】好・戯芽室磨支度   

L」  
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記の福祉施設等  フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 
 

支援関係者・専門機関  

○ 障害者団体、障害者支援団体  
○ 地1或障害者職業センター  
○ 障害者就業・生活支援センター  
○ 障害者雇用支援センター  
○ 職業能力開発校  
0 障害者地1或生活支援センター  
○ 福祉事務所 等  

l‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾●‾●‾ 

1 ：福祉施設等での訓練と事業：  

所での実習を組み合わせた  
「組合せ実習」も活用  
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職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援  

◎支援内容  

◎標準的な支援の流れ  ◎ジョブコーチ配置数（20年3月末現在）  

‖  
第1号 

ンターのジョブコーチ  
集中支援  移行支援  ジョブコーチ（福祉施設型）  

第2号ジョブコーチ（事業所型）  

不適応課題を分析  支援ノウハウの伝授やトハ■－リン  

の育成により、支援の主体  

を徐々に職場に移行  

ケ  
、
ノ
′
 
 
 

＼
1
 
 
 

月
 
 

集中的に改善を図る  数週間～数  

に一度訪問  ◎支援実績（18年度、地域センター）  
週3～4日訪問  遇1～2［］訪問   ′  

ノ  支援対象者数 3．306人  

職場定着率（支援終了後6ケ月） 84．3％  
（支は終了後6カ月▲17年10月～18年9月までの支援修了者3．131人の実績）  

－◆し－， ‥ ▲－  

支援期間1～7カ月（標準2～4カ月）（地t或センターの環昌）  
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障害者就業・生活支援センター  

業務の内容   

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を  
必要とする障害のある方に対し、センター  
窓0での相談や職場・家庭訪問等を実施し  

ます。  

＜就業面での支援＞  

○ 就業に関する相喜炎支援  
・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、  

職場実習のあっせん）   

・就職活動の支援  

・職場定着に向けた支援  

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏   

まえた雇用管理についての事業所に対す   

る助言  

○ 関係機関との連結調整  

＜生活面での支援＞  

○［］常生活・地域生活に関する助言  

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理  

等の日常生活の自己管理に関する助言  

・住居、年金、余暇活動など地域生活、  

生活設計に関する助言  

○ 関係機関との連絡調整  

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課  
題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援  
担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を実施します。  

雇用と福祉のネットワーク  

設置箇所数  

19年度135センター  
20年度 205センター  

自立・安定した職業生活の実現  
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1欄こおける障害者雇用の促進  

①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大   
障害者雇用納付金制度（納付金の徴収・調整金の支給）が適用  

される対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大  
（一定期間は、常用雇用労働者2Dl人以上の中小企業まで拡大   
※ 現行は経過措置によリ301人以上の事業主のみ  

（訂雇用率の算定の特例   

中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を屈  

する仕組みを創設   
※ 事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、  
当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定  

※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として  
負担軽減措置を実施  2卿直し   
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、   
短時間労働者（遇20H以上30H未満）を追加  

3▼ヱの他   
特例子会社（※）がない場合であっても、企業グループ全体で  

雇用率を算定するグループ適用制度の創設   
※ 障害者の雇用に特別の配慮をした子会社  

施行期日  

平成21年4月1日施行。ただし、  
・1（争‥・平成22年7月1日（101人以上企業への拡大については、  

平成27年4月1日）  
・2 ・・・平成22年7月1日  

中小企業における障害者の雇用の促進  
○∴全体の雇用戦況は善美に進展してい る一方し中雌は低調  

・実雇用率が近年大幅な低下。特に100～299人規模の企業は、企業規模別で最低（1．30％）  

障害者雇用に関する考え方についても、企  境とした違いがみられるところ。  規模300人   

（つ 睦害者雇用納付金制度の王邑壮   

・納付金は、障害者雇用促進法上、本則においては   

すべての事業主が雇用する労働者の数に応じて平   

等に負担することとされているが、附則において、   

当分の間の暫定措置として、300人以下の規模の   

企業からは徴収しないこととされている。  

○ 中小企業における障害者雇用の促進の   

必要性  

・我が国の企業数の大半を占める中小企業において、  

障害者の雇用の場を確保することは重要であり、また、   

中小企業は、障害者に対し、雇用の場を提供すること   

ができる地域の主要な担い手としても重要だが、中小  

企業における障害者雇用の状況が低い水準にあり、   

中小企業における障害者雇用の促進が必要。  

（改正の内容）  

∩ 中小企彗における経済的負担の調整の圭施   

これまで300人以下の企業に対しては、暫定措置として適用を猶予してきた障害者雇用納   
付金制度について、一定の範囲の中小企業（101人以上）に対し、適用。  

・この場合、一定範囲の中小企業のうち、比較的規模の大きい中小企業（201人以上）から   
対象とする。  

○ 班箕皇の特例 ・複数の中小企業が、事業協同組合等を活用して共同して事業を行う場合であって、事業  
協同組合等において障害者を雇用して事業を行うときに障害者雇用率制度を適用する。  

※ 併せて、障害者雇用についての理解の促進、マッチング及び職場定着に関する支援策  

等を充実、また、経過措置として負担軽減措置を実施  
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障害者の短時間労働について  

（現行の障害者雇用率制度の対象範囲）  
○側聞する臨書萱のニーズ  

・障害者の求職者の38．8％、授産施設等利用者の   
45．7％が、短時間労働（週30時間未満）を希望。  

・また、障害程度が重い程、短時間労働を希望   
（重度45．3％、軽度33．3％）。  

○潮位置   

ゴ比  

・障害の特性や程度、加齢に伴う体力等の面での  

週20～30時間  
週30時間以上  

（短時間労働者）   

身体  障害者   ○  

重度   ◎   ○   

知的  障害者   ○  

重度   ◎   ○   

精神障害者  ○   △   

○ 週所定労働時間が30時間以上の労働者が、法定雇用障   

害者数の算定の基礎となる。  
○ 短時間労働者については、重度の身体障害者・知的障害   

者と精神障害者が、実雇用率のカウント対象となっている。   
※ ◎ダブルカウント、01カウント、△0．5カウント  

課題に対応する就業形態として、有効。  

福祉的就労から一般雇用へ移行していくための  

段階的な就業形態として、有効。  

（改正の内容）  

○働 用専制虚の連用  

・障害者雇用率制度において、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間   

労働についても、雇用義務の対象とする。  
この場合、短時間労働者及び短時間労働の障害者について、0．5カウントとして算定   

する。  

r）適用膳勘  
・短時間労働を雇用義務の対象とするに当たっては、一定の準備期間を設ける。  

精 神 障 害 者 に 対 す る 職 業 訓 練 に つ い て  

コース計  

知識・技能習得訓練コース  

実践能力習得訓練コース  

e－ラーニングコース  

口碑害計  
口身体障害  
口知的障害  
田精神障害  
□発達障害  
ロその他  

0，i  lO，i   20，i  30％   40，i  50％   60，i   70，i  80！i  

障害計  身体障害  知的障害  精神障害  発達障害  その他障害   

コース計   41．3％  35．6％  50．1％  39．7％  53．8％  25．0％   

知識・技能習得訓練コース  34．5％  33．5％  36．9％  34．1％  64．7％  50．0％   

実践能力習得訓練コース  59．9％  70．4％  60．0％  55．4％  45．5％   0％   
e－ラーニングコース 22．8％  24．3％  8．3％  0％   

◆－ 「門∵   



★ 障害者委託訓練  

・企業の職場やNPO法人、教育訓練機関等を活用して、実際の業務に即した作業実習を中心に実践的な職業能力や知識技能の習  

得を図ることを目的として実施。   

・訓練期間は原則として3ケ月（1ケ月当たりの訓練時間100時間）であるが、総訓練時間300時間、訓練期間6月以内で、訓練期間  
を2倍まで延長できるため、短時間の訓練から始めて訓練時間を段階的に延長するなどの弾力的な時間設定が可能。   

・特に、企業の職場を活用した実践能力習得コースの委託訓練は、受講者にとっては、直ちに就職が可能なレベルには達していない  
場合でも、個々の態様に応じた職業訓練を受講することにより、実践的な職業技能や能力の向上を図り、就職の可能性を高めること  
が可能。また、訓練受託企業にとっても、訓練の過程で受講生の技能習得・能力向上の状況を把握することができるため、訓練結果  
の検証を踏まえて当該受講生を訓練修了後に採用するケースも少なくない。  

ジョブコーチ支援   
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・訓練を企業は結  
果報告書、委託訓  

練請求書等を提  
出   

ハローワーク  

企業、NPO法人等  
企業、NPO法人、  
教育訓練機関等  
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